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◎
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
） 

 
（
定
義
等
） 

 

第
四
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
そ
の
個
体
が
本
邦
に
生
息
し
又
は
生
育
す
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
で
あ
っ
て
、
政
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
国
際
的
に
協
力
し
て
種
の
保
存
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
（
国

内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。 

一 

商
業
的
に
個
体
の
繁
殖
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

国
際
的
に
協
力
し
て
種
の
保
存
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

６ 

（
略
） 

 

（
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
基
本
方
針
） 

 

第
六
条 

環
境
大
臣
は
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
存
の
た
め
の
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
も

の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
（
卵
及
び
種
子
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
器
官
（
譲
渡
し
等
に
係
る
規
制
等
の
こ
の
法
律
に
基

づ
く
種
の
保
存
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

）
並
び
に
こ
れ
ら
の
加
工
品
（
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
な
事

項 
 

四
～
六 

（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

 

（
譲
渡
し
等
の
禁
止
） 

第
十
二
条 

希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
は
、
譲
渡
し
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
引
渡
し
若
し
く
は
引
取
り
（
以
下
「
譲
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
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し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 
三 
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
器
官
及
び
そ
の
加
工
品
で
あ
っ
て
本
邦
内
に
お
い
て
製
品
の
原
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下

「
原
材
料
器
官
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
加
工
品
の
う
ち
、
そ
の
形
態
、
大
き
さ
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
原
材
料
器
官
等
及
び
そ
の
加
工
品
の
種
別
に
応
じ
て

政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
器
官
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合 

四
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
輸
出
入
の
禁
止
） 

 

第
十
五
条 

特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
以
外
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
は
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
輸
出
又
は
輸
入
が
、

国
際
的
に
協
力
し
て
学
術
研
究
を
す
る
目
的
で
す
る
も
の
そ
の
他
の
特
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
本
邦
に
お
け
る
保
存
に
支
障
を
及
ぼ
さ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

  

（
個
体
等
の
登
録
） 

 

第
二
十
条 

国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
で
商
業
的
目
的
で
繁
殖
さ
せ
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
個
体
の
器
官
又
は
こ
れ
ら
の
加
工
品
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
で
政

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
登
録
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
特
定
器
官
等
を
除
く
。
）
の
正
当
な
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
は
、
そ
の
個
体

等
に
つ
い
て
環
境
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
10 

（
略
） 

 

（
経
過
措
置
） 

第
五
十
六
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ

る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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◎
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
（
抄
） 

  

（
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
等
） 

 

第
一
条 
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ

る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
四
条
第
四
項
の
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
種
と
す
る
。 

３ 

法
第
四
条
第
五
項
の
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
種
と
す
る
。 

  

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
卵
及
び
種
子
） 

 

第
二
条 

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
卵
及
び
種
子
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

緊
急
指
定
種
の
う
ち
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
卵
及
び
種
子 

二 

次
に
掲
げ
る
規
定
に
掲
げ
る
種
の
卵 

イ 

別
表
第
一
の
表
一 

ロ 

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
二
か
ら
四
ま
で
並
び
に
六
の
イ
の
(3)
の
１
の
項
、
(4)
の
１
の
項
、
３
の
項
及
び
４
の
項
、
(5)
並
び
に
(7)
並
び
に
ハ 

ハ 

別
表
第
二
の
表
一 

ニ 

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
二 

三 

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の
(4)
、
(7)
の
１
の
項
、
(8)
、

(10)
、

(12)
、

(16)
、

(17)
、

(22)
、

(25)
及
び

(26)
に
掲
げ
る
種
の
種
子 

 

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
器
官
） 

第
二
条
の
二 

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
器
官
は
、
別
表
第
四
の
科
名
の
欄
に
掲
げ
る
希
少
野
生
動
植
物
種
の
科
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
器
官

の
欄
に
定
め
る
器
官
と
す
る
。 

 

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
加
工
品
） 

第
二
条
の
三 

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
加
工
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
の
剥
製
そ
の
他
の
標
本
（
剥
製
と
し
て
製
作
す
る
過
程
の
も
の
を
含
み
、
さ
く
葉
標
本
（
植
物
を
圧
し
て
乾
燥
さ
せ
て
製
作
し
た
標
本
を

い
う
。
）
を
除
く
。
） 

二 

別
表
第
四
の
科
名
の
欄
に
掲
げ
る
希
少
野
生
動
植
物
種
の
科
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
加
工
品
の
欄
に
定
め
る
物
品
（
こ
れ
ら
の
物
品
と
し
て
製
造
す
る
過

程
の
も
の
を
含
む
。
） 
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（
原
材
料
器
官
等
） 

第
二
条
の
四 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
原
材
料
器
官
等
は
、
別
表
第
五
の
科
名
の
欄
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
科
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
原

材
料
器
官
等
の
欄
に
定
め
る
器
官
及
び
そ
の
加
工
品
と
す
る
。 

  

（
個
体
等
の
輸
出
入
の
要
件
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
輸
入
に
つ
い
て
は
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
が
、
別
表
第
一
の
表
一
に
掲
げ
る
種
の

個
体
等
で
あ
り
、
か
つ
、
学
術
研
究
若
し
く
は
繁
殖
の
目
的
で
そ
の
個
体
等
を
輸
出
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
旨
の
そ
の
輸
出
国
の
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
（
輸
出
国

が
そ
の
個
体
等
の
輸
出
を
許
可
に
係
ら
し
め
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
出
国
内
に
お
い
て
適
法
に
捕
獲
し
、
採
取
し
、
若
し
く
は
繁
殖
さ
せ
た
個
体
又
は
そ
の
個
体

か
ら
生
じ
た
器
官
等
（
そ
の
個
体
の
一
部
で
あ
っ
た
器
官
又
は
そ
の
個
体
若
し
く
は
そ
の
個
体
の
一
部
で
あ
っ
た
器
官
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
る
旨
の
そ
の
輸
出
国
の
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
）
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
同
表
の
表
二
に
掲
げ
る
種
の
個
体
等
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

  

（
個
体
等
の
登
録
の
要
件
） 

 

第
四
条 

法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
二
の
表
二
に
掲
げ
る
種
の
個
体
等
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。 

一 

本
邦
内
に
お
い
て
繁
殖
さ
せ
た
個
体
又
は
そ
の
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
で
あ
る
こ
と
。 

二 

別
表
第
二
の
表
二
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
適
用
日
の
欄
に
定
め
る
日
前
に
、
本
邦
内
で
取
得
さ
れ
、
又
は
本
邦
に
輸
入
さ
れ
た

個
体
（
当
該
取
得
又
は
輸
入
に
係
る
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
を
含
む
。
）
、
器
官
（
当
該
取
得
又
は
輸
入
に
係
る
器
官
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。

）
又
は
加
工
品
（
当
該
取
得
又
は
輸
入
に
係
る
加
工
品
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

三 

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
許
可
を
受
け
て
輸
入
さ
れ
た
個
体
（
当
該
輸
入
に
係
る
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
を
含
む
。
）
、
器
官 

（
当
該
輸
入
に
係
る
器
官
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。
）
又
は
加
工
品
（
当
該
輸
入
に
係
る
加
工
品
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。
）

で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

商
業
的
目
的
で
繁
殖
さ
せ
た
個
体
又
は
そ
の
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
の
適
用
さ
れ
る
前
に
、
輸
出
国
内
で
取
得
さ
れ
、
又
は
輸
出
国
に
輸
入
さ
れ
た
個
体
（
当
該

取
得
又
は
輸
入
に
係
る
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
を
含
む
。
）
、
器
官
（
当
該
取
得
又
は
輸
入
に
係
る
器
官
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。
）
又
は
加

工
品
（
当
該
取
得
又
は
輸
入
に
係
る
加
工
品
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
輸
出
国
の
政
府
機
関
が
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

ハ 

別
表
第
六
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
個
体
群
の
欄
に
掲
げ
る
個
体
群
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
個
体
等
の
欄
に
定
め
る
個
体
等
（
当
該
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個
体
群
に
属
す
る
個
体
又
は
そ
の
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 
（
特
定
国
際
種
事
業
に
係
る
特
定
器
官
等
） 

第
五
条
の
二 

法
第
三
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
特
定
器
官
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

別
表
第
五
の
１
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
牙
及
び
そ
の
加
工
品
に
係
る
特
定
器
官
等 

二 

別
表
第
五
の
３
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
甲
及
び
そ
の
加
工
品
に
係
る
特
定
器
官
等 

 

（
適
正
に
入
手
さ
れ
た
原
材
料
に
係
る
製
品
） 

第
五
条
の
五 

法
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
別
表
第
五
の
１
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
牙
に
係
る
も
の
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ

た
装
身
具
、
調
度
品
、
楽
器
、
印
章
そ
の
他
の
環
境
省
令
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
製
品
（
そ
の
原
材
料
器
官
等
を
使
用
し
た
部
分
が
僅
少
で
な
い
こ
と
、
そ
の
部
分
か

ら
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
省
令
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 
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別
表
第
一

 
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

 

表
二

 

項
 

種
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

 

第
一

 
動
物
界

 

（
略
）

 

六
 
昆
虫
綱

 

イ
 
甲
虫
目

 

（
略
）

 

（
４
）

 
げ
ん
ご
ろ
う
科

 

（
略
）

 

（
５
）

 
く
わ
が
た
む
し
科

 

（
略
）

 

（
６
）

 
は
な
の
み
科

 

（
略
）

 

（
７
）

 
こ
が
ね
む
し
科

 

（
略
）

 

ハ
 
ち
ょ
う
目

 

（
１
）

 
し
じ
み
ち
ょ
う
科

 

（
略
）

 

２
 
M

a
cu

lin
e
a

 te
le

iu
s
 k

a
z
a

m
o
to
（
ゴ
マ
シ
ジ
ミ
本
州
中
部
亜
種
）

 

３
 
P

le
b

e
ju

s
 su

b
so

la
n

u
s
 ib

u
rie

n
sis

（
ア
サ
マ
シ
ジ
ミ
北
海
道
亜
種
）

 

４
 
S

h
ijim

ia
 m

o
o
re

i m
o
o
re

i（
ゴ
イ
シ
ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
）

 

（
略
）

 

ニ
 
ば
っ
た
目

 

（
１
）

 
ば
っ
た
科

 

１
 
C

e
le

s
 sk

a
lo

z
u

b
o
v

i a
k

ita
n

u
s
（
ア
カ
ハ
ネ
バ
ッ
タ
）

 

（
略
）

 

ホ
 
と
ん
ぼ
目

 

（
略
）

 

七
 
腹
足
綱

 

イ
 
柄
眼
目

 

（
１
）

 
な
ん
ば
ん
ま
い
ま
い
科

 

（
略
）

 

第
二

 
植
物
界

 

（
１
）

 
さ
と
い
も
科

 

１
 
R

h
a

p
h

id
o
p

h
o
ra

 k
o
rth

a
rth

ii（
サ
キ
シ
マ
ハ
ブ
カ
ズ
ラ
）

 

２
 
R

h
a

p
h

id
o
p

h
o
ra

 liu
k

iu
e
n

sis
（
ヒ
メ
ハ
ブ
カ
ズ
ラ
）

 

（
２
）

 
ち
ゃ
せ
ん
し
だ
科

 

（
略
）

 

２
 
A

sp
le

n
iu

m
 g

riffith
ia

n
u

m
（
フ
サ
サ
ジ
ラ
ン
）

 

３
 
H

y
m

e
n

a
sp

le
n

iu
m

 ca
rd

io
p

h
y

llu
m
（
ヒ
メ
タ
ニ
ワ
タ
リ
）

 

（
３
）

 
め
し
だ
科

 

（
略
）

 

（
４
）

 
き
く
科

 

（
略
）

 

（
５
）

 
こ
ば
の
い
し
か
ぐ
ま
科

 

（
略
）

 

（
６
）

 
お
し
だ
科

 

１
 
P

o
ly

stich
u

m
 o

b
a

e
（
ア
マ
ミ
デ
ン
ダ
）

 

（
７
）

 
つ
つ
じ
科

 

（
略
）

 

（
８
）

 
り
ん
ど
う
科

 

（
略
）

 

（
９
）

 
い
わ
た
ば
こ
科
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 別
表
第
二

 
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

 

表
二

 

（
略
）

 

（
1

0
）

 
し
そ
科

 

（
略
）

 

（
1

1
）

 
ひ
か
げ
の
か
ず
ら
科

 

（
略
）

 

（
1

2
）

 
の
ぼ
た
ん
科

 

（
略
）

 

（
1

3
）

 
す
い
れ
ん
科

 

（
略
）

 

（
1

4
）

 
ら
ん
科

 

（
略
）

 

1
1

 
D

e
n

d
ro

b
iu

m
 o

k
in

a
w

e
n

se
（
オ
キ
ナ
ワ
セ
ッ
コ
ク
）

 

1
2

 
H

a
n

co
ck

ia
 u

n
iflo

ra
（
ヒ
メ
ク
リ
ソ
ラ
ン
）

 

1
3

 
L

ip
a

ris
 v

irid
iflo

ra
（
コ
ゴ
メ
キ
ノ
エ
ラ
ン
）

 

1
4

 
M

a
co

d
e
s
 p

e
to

la
（
ナ
ン
バ
ン
カ
モ
メ
ラ
ン
）

 

1
5

 
M

a
la

x
is

 b
o
n

in
e
n

sis
（
シ
マ
ホ
ザ
キ
ラ
ン
）

 

1
6

 
P

h
a

iu
s
 m

ish
m

e
n

sis
（
ヒ
メ
カ
ク
ラ
ン
）

 

1
7

 
P

la
ta

n
th

e
ra

 so
n

o
h

a
ra

e
（
ク
ニ
ガ
ミ
ト
ン
ボ
ソ
ウ
）

 

1
8

 
P

la
ta

n
th

e
ra

 s
te

n
o
g

lo
ssa

 s
s
p

. irio
m

o
te

n
sis

（
イ
リ
オ
モ
テ
ト
ン
ボ
ソ
ウ
）

 

1
9

 
T

h
rix

s
p

e
rm

u
m

 fa
n

ta
s
ticu

m
（
ハ
ガ
ク
レ
ナ
ガ
ミ
ラ
ン
）

 

2
0

 
V

ry
d

a
g

z
y

n
e
a

 n
u

d
a
（
ミ
ソ
ボ
シ
ラ
ン
）

 

（
1

5
）

 
き
じ
の
お
し
だ
科

 

（
略
）

 

（
1

6
）

 
こ
し
ょ
う
科

 

（
略
）

 

（
1

7
）

 
と
べ
ら
科

 

（
略
）

 

（
1

8
）

 
は
な
し
の
ぶ
科

 

（
略
）

 

（
1

9
）

 
さ
く
ら
そ
う
科

 

（
略
）

 

（
2

0
）

 
き
ん
ぽ
う
げ
科

 

（
略
）

 

（
2

1
）

 
ゆ
き
の
し
た
科

 

（
略
）

 

（
2

2
）

 
は
い
の
き
科

 

（
略
）

 

（
2

3
）

 
な
な
ば
け
し
だ
科

 

（
略
）

 

（
2

4
）

 
ひ
め
し
だ
科

 

（
略
）

 

（
2

5
）

 
お
み
な
え
し
科

 

（
略
）

 

（
2

6
）

 
く
ま
つ
づ
ら
科

 

（
略
）

 

項
 

種
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

 
適

 
 

 
用

 
 

 
日

 

第
一

 
動
物
界

 

一
 
哺
乳
綱

 

イ
 
偶

蹄 て
い

目
 

（
略
）
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（
２
）

 
う
し
科

 

（
略
）

 

2
6

 O
v

is
 o

rie
n

ta
lis

 o
p

h
io

n
（
キ
プ
ロ
ス
ム
フ
ロ
ン
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
7

 O
v

is
 v

ig
n

e
i v

ig
n

e
i（

ラ
ダ
ッ
ク
ウ
リ
ア
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

ロ
 
食
肉
目

 

（
略
）

 

（
３
）

 
ね
こ
科

 

 
 
 
 
 
 
 
（
略
）

 

2
0

 P
u

m
a

 co
n

co
lo

r
 co

ry
i（

フ
ロ
リ
ダ
ピ
ュ
ー
マ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
1

 P
u

m
a

 co
n

co
lo

r
 co

sta
rice

n
sis

（
コ
ス
タ
リ
カ
ピ
ュ
ー
マ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
2

 P
u

m
a

 co
n

co
lo

r
 co

u
g

u
a

r（
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
ピ
ュ
ー
マ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
3

 P
u

m
a

 y
a

g
o
u

a
ro

u
n

d
i（

ジ
ャ
ガ
ラ
ン
デ
ィ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
4

 U
n

cia
 u

n
cia

（
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

ハ
 
く
じ
ら
目

 

（
略
）

 

（
７
）

 
ね
ず
み
い
る
か
科

 

１
 
N

e
o
p

h
o
ca

e
n

a
 p

h
o
ca

e
n

o
id

e
s
（
ス
ナ
メ
リ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

２
 
P

h
o
co

e
n

a
 sin

u
s（

コ
ガ
シ
ラ
ネ
ズ
ミ
イ
ル
カ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

リ
 
バ
ン
デ
ィ
ク
ー
ト
目

 

（
略
）

 

（
２
）

 
ミ
ミ
ナ
ガ
バ
ン
デ
ィ
ク
ー
ト
科

 

 
（
略
）

 

ヌ
 
奇

蹄 て
い

目
 

（
１
）

 
う
ま
科

 

 
（
略
）

 

６
 
E

q
u

u
s
 z

e
b

ra
 z

e
b

ra
（
ケ
ー
プ
ヤ
マ
シ
マ
ウ
マ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

ル
 
霊
長
目

 

（
１
）

 
ア
テ
リ
ダ
エ
科

 

（
略
）

 

５
 
A

te
le

s
 g

e
o
ffro

y
i p

a
n

a
m

e
n

sis
（
ア
カ
ク
モ
ザ
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

（
３
）

 
お
な
が
ざ
る
科

 

（
略
）

 

４
 
M

a
ca

ca
 sile

n
u

s（
シ
シ
オ
ザ
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

５
 
M

a
n

d
rillu

s
 le

u
co

p
h

a
e
u

s
（
ド
リ
ル
）

 
昭
和

5
6
年
６
月
６
日

 

６
 
M

a
n

d
rillu

s
 sp

h
in

x
（
マ
ン
ド
リ
ル
）

 
昭
和

5
6
年
６
月
６
日

 

７
 
N

a
sa

lis
 la

rv
a

tu
s（

テ
ン
グ
ザ
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

８
 
P

ilio
co

lo
b

u
s
 k

irk
ii（

ザ
ン
ビ
ア
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

９
 
P

ilio
co

lo
b

u
s
 ru

fo
m

itra
tu

s
（

ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
0

 P
re

sb
y

tis
 p

o
te

n
z
ia

n
i（

オ
ナ
ガ
ラ
ン
グ
ー
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
1

 P
y

g
a

th
rix

属
（
ド
ゥ
ク
モ
ン
キ
ー
属
）
全
種

 
P

y
g

a
th

rix
 
n

e
m

a
e
u

s
（
ア
カ
ア
シ
ド
ゥ

ク
モ
ン

キ
ー

）
の

個
体

等
に
つ
い

て
は

昭

和
5

5
年

1
1
月

４
日

、
そ

の
他

の
種

の
個

体
等
に
つ
い
て
は
昭
和

6
0
年
８
月
１
日

 

1
2

 R
h

in
o
p

ith
e
cu

s
属
（
リ
ノ
ピ
テ
ク
ス
属
）
全
種

 
昭
和

6
0
年
８
月
１
日

 

1
3

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 a

ja
x
（
セ
ム
ノ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
ヤ
ク
ス
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
4

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 d

u
ssu

m
ie

ri（
セ
ム
ノ
ピ
テ
ク
ス
・
ド
ゥ
ス
ミ
エ
リ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
5

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 e

n
te

llu
s
（
ハ
ヌ
マ
ン
ラ
ン
グ
ー
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
6

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 h

e
cto

r（
セ
ム
ノ
ピ
テ
ク
ス
・
ヘ
ク
ト
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
7

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 h

y
p

o
le

u
co

s
（
マ
ラ
バ
ー
ラ
ン
グ
ー
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

1
8

 
S

e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 p

ria
m
（
セ
ム
ノ
ピ
テ
ク
ス
・
プ
リ
ア
ム
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日
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1
9

 S
e
m

n
o
p

ith
e
cu

s
 sch

ista
ce

u
s
（
セ
ム
ノ
ピ
テ
ク
ス
・
ス
キ
ス
タ
ケ
ウ
ス
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
0

 S
im

ia
s
 co

n
co

lo
r（

メ
ン
タ
ウ
ェ
ー
コ
バ
ナ
テ
ン
グ
ザ
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
1

 T
ra

ch
y

p
ith

e
cu

s
 g

e
e
i（

ゴ
ー
ル
デ
ン
ラ
ン
グ
ー
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
2

 T
ra

ch
y

p
ith

e
cu

s
 p

ile
a

tu
s
（

ボ
ウ
シ
ラ
ン
グ
ー
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

2
3

 T
ra

ch
y

p
ith

e
cu

s
 sh

o
rtrid

g
e
i（

ト
ラ
キ
ュ
ピ
テ
ク
ス
・
ソ
ル
ト
リ
ド
ゲ
イ
）

 昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

（
８
）

 
い
ん
ど
り
科

 

１
 い

ん
ど
り
科
全
種

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

ヲ
 
長
鼻
目

 

（
略
）

 

ワ
 

齧 げ
つ

歯
目

 

（
略
）

 

カ
 
海
牛
目

 

（
略
）

 

二
 
鳥
綱

 

（
略
）

 

ワ
 
お
う
む
目

 

（
１
）

 
お
う
む
科

 

（
略
）

 

（
３
）

 
い
ん
こ
科

 

（
略
）

 

2
6

 E
u

n
y

m
p

h
icu

s
 
co

rn
u

tu
s
（

ヘ
イ
ワ
イ
ン
コ
）
（

E
u

n
y

m
p

h
icu

s
 
co

rn
u

t

u
s
 

c
o

r
n

u
tu

s
（

エ
ウ

ニ
ュ

ン
フ

ィ
ク

ス
・

コ
ル

ヌ
ト

ゥ
ス

・
コ

ル
ヌ

ト
ゥ

ス
）

及
び

E
u

n
y

m
p

h
icu

s
 
co

rn
u

tu
s
 
u

v
a

e
e

n
s
is
（

エ
ウ

ニ
ュ

ン
フ

ィ
ク

ス
・
コ
ル
ヌ
ト
ゥ
ス
・
ウ
ヴ
ァ
エ
エ
ン
ス
ィ
ス
）
を
含
む
。
）

 

平
成

1
2
年
７
月

1
9
日

 

（
略
）

 

三
 
爬 は

虫
綱

 

（
略
）

 

ハ
 
と
か
げ
亜
目

 

（
１
）

 
カ
メ
レ
オ
ン
科

 

（
略
）

 

（
２
）

 
ど
く
と
か
げ
科

 

（
略
）

 

（
３
）

 
た
て
が
み
と
か
げ
科

 

（
略
）

 

（
４
）

 
か
な
へ
び
科

 

（
略
）

 

（
５
）

 
お
お
と
か
げ
科

 

（
略
）

 

ホ
 
か
め
目

 

（
略
）

 

（
７
）

 
り
く
が
め
科

 

（
略
）

 

３
 
C

h
e
lo

n
o
id

is
 n

ig
ra
（
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
ゾ
ウ
ガ
メ
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

（
略
）

 

四
 
両
生
綱

 

イ
 
無
尾
目

 

（
１
）

 
ひ
き
が
え
る
科

 

１
 
A

ltip
h

ry
n

o
id

e
s
属
（
コ
ウ
チ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
属
）
全
種

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

２
 
A

m
ie

to
p

h
ry

n
u

s
 su

p
e
rcilia

ris
（
カ
メ
ル
ー
ン
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

３
 
A

te
lo

p
u

s
 z

e
te

k
i（

ツ
エ
テ
ク
マ
ガ
イ
ド
ク
ガ
エ
ル
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

４
 
In

ciliu
s
 p

e
rig

le
n

e
s
（
オ
レ
ン
ジ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

 
平
成
７
年
２
月

1
6
日

 

５
 
N

e
cto

p
h

ry
n

o
id

e
s
属
（
コ
モ
チ
ガ
エ
ル
属
）
全
種

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

６
 
N

im
b

a
p

h
ry

n
o
id

e
s
属
（
ニ
シ
コ
モ
チ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
属
）
全
種

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日
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（
２
）

 
ひ
め
が
え
る
科

 

１
 
D

y
s
co

p
h

u
s
 a

n
to

n
g

ilii（
ア
ン
ト
ン
ギ
ル
ガ
エ
ル
）

 
昭
和

6
2
年

1
0
月

2
2
日

 

（
略
）

 

七
 
肉
鰭 き

亜
綱

 

（
略
）

 

十
 
腹
足
綱

 

イ
 
柄
眼
目

 

（
略
）

 

第
二

 
植
物
界

 

（
略
）

 

（
４
）

 
サ
ボ
テ
ン
科

 

（
略
）

 

９
 
E

s
co

b
a

ria
 
sn

e
e
d

ii（
エ
ス
コ
バ
リ
ア
・
ス
ネ
エ
デ
ィ
イ
）
（

E
sco

b
a

ria
 
l

e
e
i（

エ
ス
コ
バ
リ
ア
・
レ
エ
イ
）
を
含
む
。
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

（
略
）

 

1
1

 M
a

m
m

illa
ria

 so
lisio

id
e
s（

マ
ン
ミ
ル
ラ
リ
ア
・
ソ
リ
ス
ィ
オ
イ
デ
ス
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

1
2

 M
e
lo

ca
ctu

s
 co

n
o
id

e
u

s
（
メ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
コ
ノ
イ
デ
ウ
ス
）

 
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

1
3

 M
e
lo

ca
ctu

s
 d

e
in

a
ca

n
th

u
s
（
メ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
デ
イ
ナ
カ
ン
ト
ゥ
ス
）

 
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

1
4

 M
e
lo

ca
ctu

s
 g

la
u

ce
sce

n
s
（
メ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
グ
ラ
ウ
ケ
ス
ケ
ン
ス
）

 
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

1
5

 M
e
lo

ca
ctu

s
 p

a
u

cisp
in

u
s
（
メ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
パ
ウ
キ
ス
ピ
ヌ
ス
）

 
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

1
6

 O
b

re
g

o
n

ia
 d

e
n

e
g

rii（
帝
冠
）

 
昭
和

5
6
年
６
月
６
日

 

1
7

 P
a

ch
y

ce
re

u
s
 m

ilita
ris（

パ
キ
ュ
ケ
レ
ウ
ス
・
ミ
リ
タ
リ
ス
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

1
8

 P
e
d

io
ca

ctu
s
 
b

ra
d

y
i（

ペ
デ
ィ

オ
カ
ク
ト

ゥ
ス
・
ブ

ラ
デ
ュ
イ

）
（

P
e
d

io

c
a

c
tu

s
 

b
r
a

d
y

i 
s
s
p

. 
d

e
s
p

a
in

ii（
ペ

デ
ィ

オ
カ

ク
ト

ゥ
ス

・
ブ

ラ
デ

ュ

イ
・
デ
ス
パ
イ
ニ
イ
）
及
び

P
e
d

io
ca

ctu
s
 
b

ra
d

y
i 

s
s
p

. 
w

in
k

le
ri（

ペ
デ

ィ
オ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ブ
ラ
デ
ュ
イ
・
ウ
ィ
ン
ク
レ
リ
）
を
含
む
。
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

1
9

 P
e
d

io
ca

ctu
s
 k

n
o
w

lto
n

ii（
ペ
デ
ィ
オ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ク
ノ
ウ
ル
ト
ニ
イ
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
0

 P
e
d

io
ca

ctu
s
 p

a
ra

d
in

e
i（

ペ
デ
ィ
オ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
パ
ラ
デ
ィ
ネ
イ
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
1

 P
e
d

io
ca

ctu
s
 p

e
e
b

le
sia

n
u

s
（
ペ
デ
ィ
オ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ペ
エ
ブ
レ
ス
ィ
ア

ヌ
ス
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
2

 P
e
d

io
ca

ctu
s
 sile

ri（
ペ
デ
ィ
オ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ス
ィ
レ
リ
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
3

 P
e
le

cy
p

h
o
ra
属
（
ペ
レ
キ
ュ
フ
ォ
ラ
属
）
全
種

 
P

e
le

c
y

p
h

o
r
a

 
a

s
e

llifo
r
m

is
（

精
巧

丸
）
及

び
P

e
le

cy
p

h
o
ra

 
s
tro

b
ilifo

rm
i

s
（

ペ
レ

キ
ュ

フ
ォ

ラ
・

ス
ト

ロ
ビ

フ
ォ

ル
ミ
ス
）
の
個
体
等
に
つ
い
て
は
昭
和

5
6

年
６
月

６
日

、
そ

の
他

の
種
の
個

体
等

に

つ
い
て
は
昭
和

6
0
年
８
月
１
日

 

2
4

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 b

re
v

ih
a

m
a

tu
s
 s

s
p

. to
b

u
sch

ii（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・

ブ
レ
ヴ
ィ
ハ
マ
ト
ゥ
ス
・
ト
ブ
ス
キ
イ
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
5

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 e

re
cto

ce
n

tru
s
（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
エ
レ
ク
ト
ケ
ン
ト

ル
ス
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
6

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 g

la
u

cu
s（

ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
グ
ラ
ウ
ク
ス
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
7

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 m

a
rip

o
se

n
sis

（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
マ
リ
ポ
セ
ン
ス
ィ

ス
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
8

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 m

e
sa

e
‐

v
e
rd

a
e
（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
メ
サ
エ
―
ヴ
ェ

ル
ダ
エ
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

2
9

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 n

y
e
n

sis（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ニ
ュ
エ
ン
ス
ィ
ス
）

 
平
成

1
5
年
２
月

1
3
日

 

3
0

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 p

a
p

y
ra

ca
n

th
u

s
（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
パ
ピ
ュ
ラ
カ
ン

ト
ゥ
ス
）

 

昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

3
1

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 p

u
b

isp
in

u
s
（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
プ
ビ
ス
ピ
ヌ
ス
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

3
2

 S
cle

ro
ca

ctu
s
 w

rig
h

tia
e
（
ス
ク
レ
ロ
カ
ク
ト
ゥ
ス
・
ウ
リ
グ
テ
ィ
ア
エ
）

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

3
3

 S
tro

m
b

o
ca

ctu
s
属
（
ス
ト
ロ
ン
ボ
カ
ク
ト
ゥ
ス
属
）
全
種

 
昭
和

5
8
年
７
月

2
9
日

 

3
4

 T
u

rb
in

ica
rp

u
s
属
（
ト
ゥ
ル
ビ
ニ
カ
ル
プ
ス
属
）
全
種

 
T

u
rb

in
ica

rp
u

s
 
la

u
i（

ト
ゥ
ル

ビ
ニ

カ

ル
プ
ス
・
ラ
ウ
イ
）
、

T
u

rb
in

ica
rp

u
s
 

lo
p

h
o
p

h
o
ro

id
e
s
（

ト
ゥ
ル
ビ
ニ
カ

ル
プ

ス
・

ロ
フ

ォ
フ

ォ
ロ

イ
デ

ス
）

、
T

u
r
b

i



 

- 1
1

 - 

 
- - 11 - - 

別
表
第
三

 
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
（
第
一
条
関
係
）

 

 

別
表
第
四

 
器
官
及
び
加
工
品
（
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
三
関
係
）

 

n
ica

rp
u

s
 
p

s
e
u

d
o
m

a
cro

ch
e
le
（
長

城

丸
）
、

T
u

rb
in

ica
rp

u
s
 
p

se
u

d
o
p

e
ctin

a
tu

s
 
（

ト
ゥ

ル
ビ

ニ
カ

ル
プ

ス
・

プ
セ

ウ
ド
ペ

ク
テ
ィ

ナ
ト

ゥ
ス
）

、
T

u
rb

in
ic

a
rp

u
s
 
s
ch

m
ie

d
ick

e
a

n
u

s
（
昇
龍
丸

）

及
び

T
u

r
b

in
ic

a
r
p

u
s

 
v

a
ld

e
z

ia
n

u
s

（
ト
ゥ

ル
ビ

ニ
カ

ル
プ

ス
・
ヴ
ァ

ル
デ

ジ

ア
ヌ
ス
）
の
個
体
等
に
つ
い
て
は
昭
和

5
8

年
７
月

2
9
日
、
そ
の
他
の
種
の
個
体
等
に

つ
い
て
は
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

3
5

 U
e
b

e
lm

a
n

n
ia
属
（
ウ
エ
ベ
ル
マ
ン
ニ
ア
属
）
全
種

 
平
成
４
年
６
月

1
1
日

 

（
略
）

 

（
1

4
）

 
や
し
科

 

１
 
C

h
ry

sa
lid

o
ca

rp
u

s
 d

e
cip

ie
n

s
（
ク
リ
ュ
サ
リ
ド
カ
ル
プ
ス
・
デ
キ
ピ
エ
ン

ス
）

 

平
成

1
7
年
１
月

1
2
日

 

（
略
）

 

（
2

0
）

 
フ
ロ
リ
ダ
そ
て
つ
科

 

（
略
）

 

２
 
C

h
ig

u
a
属
（
キ
グ
ア
属
）
全
種

 
平
成
２
年
１
月

1
8
日

 

３
 
E

n
ce

p
h

a
la

rto
s
属
（
オ
ニ
ソ
テ
ツ
属
）
全
種

 
昭
和

5
5
年

1
1
月
４
日

 

４
 
M

icro
cy

ca
s
 ca

lo
co

m
a
（
ミ
ク
ロ
キ
ュ
カ
ス
・
カ
ロ
コ
マ
）

 
昭
和

6
0
年
８
月
１
日

 

（
略
）

 

 

項
 

種
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

 

第
一

 
植
物
界

 

（
１
）

 
お
し
だ
科

 

（
略
）

 

（
２
）

 
り
ん
ど
う
科

 

（
略
）

 

（
３
）

 
ら
ん
科

 

（
略
）

 

（
４
）

 
は
な
し
の
ぶ
科

 

（
略
）

 

（
５
）

 
き
ん
ぽ
う
げ
科

 

（
略
）

 

（
６
）

 
な
な
ば
け
し
だ
科

 

（
略
）

 

項
 

科
 

 
名

 
器

 
 
官

 
加

 
 

 
 

 
 

工
 

 
 

 
 

 
品

 

第
一

 
動
物
界

 

一
 
哺
乳
綱

 

（
略
）

 

ホ
 
奇

蹄 て
い

目
 

（
略
）

 

ヘ
 
霊
長
目

 

（
略
）

 

ト
 
長
鼻
目

 

（
略
）

 

チ
 

齧 げ
つ

歯
目

 

（
略
）

 

リ
 
海
牛
目

 

（
略
）
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別
表
第
五

 
原
材
料
器
官
等
（
第
二
条
の
四
、
第
五
条
の
二
、
第
五
条
の
五
関
係
）

 

 

別
表
第
六

 
登
録
対
象
個
体
群
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

 

  

項
 

科
 

 
名

 
原

 
 
材

 
 
料

 
 
器

 
 
官

 
 
等

 

１
 
ぞ
う
科

 
皮
及
び
そ
の
加
工
品
、
牙
及
び
そ
の
加
工
品

 

２
 
お
お
と
か
げ
科

 
皮
及
び
そ
の
加
工
品

 

３
 
う
み
が
め
科

 
皮
及
び
そ
の
加
工
品
、
甲
及
び
そ
の
加
工
品

 

項
 

種
 

 
 

 
名

 
個

 
 
体

 
 
群

 
個

 
 
体

 
 
等

 

（
略
）

 

1
9

 C
ro

co
d

y
lu

s
 a

cu
tu

s（
ア
メ
リ
カ

ワ
ニ
）

 

キ
ュ
ー
バ
の
個
体
群

 
個
体
、
加
工
品

 

（
略
）

 

2
2

 C
ro

co
d

y
lu

s
 p

o
ro

su
s（

イ
リ
エ

ワ
ニ
）

 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
及
び
パ
プ
ア
ニ

ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
個
体
群

 

個
体
、
加
工
品

 

（
略
）

 


